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2022年 12月 19 日 

 

受益者の皆さまへ 

 

アセットマネジメント One株式会社 

 

 

当社ファンドの基準価額下落について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知ら

せいたします。 

※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異

なります。 

【基準価額 5％超下落ファンド】（注） 

ファンド名 基準価額（円） 前日比（円） 騰落率 

欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型） 7,535 ▲421 ▲5.29% 

欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型） 10,590 ▲591 ▲5.29% 

（注）ＤＣ（確定拠出年金）専用ファンド、ＥＴＦ、純資産総額 1億円未満のファンド、ブルベア型ファ

ンド等を除く。 

 

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しており

ますのでご参照ください。 

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続

き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。  

商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社 

 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号 

加入協会： 一般社団法人投資信託協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会  
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1. 市況の動向 
 

12月 15日に欧州中央銀行（ECB）、英中央銀行（BOE）はともに 0.5％の利上げを行い、前日 14日

の米連邦準備制度理事会（FRB）に続き、利上げペースを鈍化させました。しかし、ラガルド ECB総

裁がタカ派的なメッセージを送ったことで、欧州市場が改めて来年の金融政策への不透明感を意識

した相場となり、16 日も継続して投資家のリスク回避姿勢が強まる展開となりました。債務比率の

高い不動産セクターは特に下落率が高く、改めて金利コスト上昇や借り換えへの懸念が浮上したこ

とにより、欧州 REIT市場が大きく下落しました。 

 

【市場データの騰落率等】 

 前日比 騰落率 取引終了値 

FTSE EPRA/NAREITヨーロッパ先進国インデックス ▲69.30 ▲4.4% 1,513.62 

ユーロ／円 ▲1.67 ▲1.1% 144.74円 

※海外 REIT指数の値は 12月 16日時点の取引終了値、為替市場は 12月 16日時点の取引終了値 

※前日比と騰落率は、12月 15日時点からの変化を算出 

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント One作成 
 

2. 今後の見通し 

   ECBなどでタカ派姿勢が示されたものの、インフレ動向次第では、利上げペース減速への期待が高

まる可能性もあります。一方で欧州市場は、クリスマス休暇に入り市場参加者も少なくなることか

ら、年末にかけて値動きが激しくなることも考えられます。 

  

※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通し
は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 

 
※ 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）、欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）（以下、「各ファンド」）

は、アセットマネジメント One株式会社（以下、「アセットマネジメント One」）によって単独で開発されたもの
です。各ファンドは、いかなる方法においても、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業
（FTSE International Limited を含む）（以下、総称して「LSE Group」）、European Public Real Estate 
Association (以下、「EPRA」)または、National Association of Real Estate Investments Trusts (以下、
「Nareit」) (以下、あわせて「ライセンサー」といいます。） によって出資、保証、販売または販売促進される
ことはありません。FTSE Russellは、LSE Group 会社の一つの商号です。FTSE EPRA/NAREIT ヨーロッパ先進国イ
ンデックス（以下、本指数）のすべての権利はライセンサーに帰属します。「FTSE®」および 「FTSE Russell®」
は、LSE Group 会社の商標であり、ライセンス契約に基づいてその他の LSE Group 会社が使用します。
「NAREIT®」は Nareitの商標、「EPRA®」は EPRAの商標であり、すべて、ライセンス契約に基づき、LSE Group に
よって使用されます。本指数は、FTSE International Limited またはその関連会社、代理店またはパートナーに
よって、またはそれらに代わって計算されます。ライセンサーは如何なる者に対しても（a）本指数の使用、信
頼、または誤謬、（b）各ファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。ライセンサーは、 
各ファンドから得られる結果、または アセットマネジメント Oneによって提示される目的に対する本指数の適合
性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。 
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投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項  

 

【投資信託に係るリスクと費用】 

●投資信託に係るリスクについて 

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもありま

す。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり

ます。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 

 

●投資信託に係る費用について 

 [ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。] 

   ■  お客さまが直接的に負担する費用 

購入時手数料：上限３．８５％（税込） 

換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。 

信託財産留保額：上限０.５％ 

 

 ■  お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

運用管理費用（信託報酬）：上限 年率２．０９％（税込） 

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によっ

てご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、

あらかじめ上限の額等を示すことができません。 

 

その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）

等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により

異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。 

 

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。 

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ア

セットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載して

おります。 

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容

や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、また

は同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご

判断ください。 

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 

 

【ご注意事項】 

●当資料は、アセットマネジメント One株式会社が作成したものです。 

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正

確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するもので

はありません。 

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

●投資信託は、 

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、

証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。 

2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 

3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 


